
「令和6年トリプル改定の影響と今後の動向」
〜医療・介護・障害福祉サービスの提供体制の工夫〜

（障がい）こぐまくらぶのケース



今回の報酬改定で私が注目した内容
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1.障がいのある方の増加に伴う、重度化への対応

2.障がいの中軽度者の自立支援や就労支援
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目次

1.障がい福祉サービスについて

2.障がい福祉サービスの報酬改定
2-1障がいの重度化、高齢化、中軽度者への自立支援と

 報酬改定の比較
2-2医療、介護、地域、企業との連携

3.報酬改定による影響による、就労継続支援A型事業所
 の相次ぐ撤退

4.感想と今後の課題



障がい福祉サービスについて



障がい福祉サービス 対象者

5

原則として、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉
手帳を持っている人又は難病患者等。

なお、介護保険対象者は、介護保険サービスが優先されます。
（引用：明石市HP)

児童福祉法や障害者総合支援法により、障がいのある児童から成人の方に必要なサービスを提供しています。
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https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/naiyou.html

介
護
給
付

訓
練
等
給
付

障がいのある
方が日常生活
を送る上で必
要な介護サー
ビスを提供する
制度

障がいのある方
が自立した生
活を送るために
必要な訓練や
支援を受けられ
る制度
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chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/tenji/dl/file01-01.pdf

計画相談支援給付費など障害児通所支援給付費

障がいのあるお子さまが通所施設を利用する
際の費用を支援する制度

障がいのある方が適切なサービスを利用できるよう
に支援する制度



http://www.baijinkai.jp/nyusyo1/shienhi.html

相談支援事業所



引用：障害者白書

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_33205.html

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.phrma-jp.org/wordpress/wp-
content/uploads/2020/12/online_press_seminar20201113_mizusawa.pdf

障がい者数は、複数の障がいがある人が重複していたり、精神障が
い者数は、外来患者の数で計算されているため、粗い推計である。



chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/001076370.pdf
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chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001271101.pdf
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chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001271101.pdf
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chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.future-welfare.com/wp/wp-
content/uploads/2023/07/%E4%BB%A4%E5%92%8C6%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E7%A6%8F%E7%A5%89%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E5%A0%B1%E9%85%AC%E6%94%
B9%E5%AE%9A%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6.pdf

令和3年度

生活介護・就労継続支援B型・
放課後等デイサービスの３タイプ
の通所事業所で費用の半分

GH
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chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001271101.pdf
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chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001271101.pdf



まとめ
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1.障がいのある人は増加している

2.そのため、利用者が増え、障がい福祉サービスの予算も増加している



障がい福祉サービスの報酬改定
障がいの重度化、高齢化、中軽度者への自立支援と

報酬単価の比較



18chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/001216034.pdf



19chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/001216034.pdf
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知的

精神

https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001271100.pdf
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https://www.mhlw.go.jp/content/12401000/001080076.pdf

chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/000963570.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/12204500/000995726.pdf

強度行動障がい
医療的ケアが必要な人が増えている
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https://www.mhlw.go.jp/content/12201000/001271100.pdf



23

6年前のデータ

https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000824397.pdf
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居宅介護や重度訪問介護、同行援護に大きな変化はないが、行動援護に関しては、短時間利用で、やや報酬が
増加している。反対に長時間利用では報酬が下がっている。

増
加

減
少

改定後 改定前

https://www.mhlw.go.jp/content/001216035.pdf



生活介護
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改定前 改定後

区分 20人以下３時間未満４時間未満５時間未満６時間未満７時間未満８時間未満９時間未満

6 1288 517 646 774 904 1258 1291 1353

5 964 386 483 578 676 941 966 1027

4 669 268 335 401 469 652 669 730

3 599 239 300 358 419 583 598 660

2 546 218 273 327 381 532 545 607

生活介護は、今までは利用定員のみの報酬区分だったのが、今回の報酬改定で、利用定員とサービス提供
時間で報酬が区分されることになりました。報酬単価を見て分かるように、改定前の水準は、サービス提供が
８時間未満と同等ということが考えられます。

https://www.mhlw.go.jp/content/001216035.pdf

人員基準は50％ 人員基準は75％ 人員基準は100％
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https://www.mhlw.go.jp/content/001216035.pdf
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https://shogai-home.com/one.html

https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12201000-
Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu-Kikakuka/0000046402.pdf

サテライト型

ワンルーム型
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共同生活援助（GH)

改定後 改定前

https://www.mhlw.go.jp/content/001216035.pdf
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改定後 改定前

6：1 7.5：1

就労継続支援B型

https://www.mhlw.go.jp/content/001216035.pdf

差136
差247



当法人の収益に関する財務的影響 利用者1人当たりの1日の平均報酬
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1人当たり平均報酬 1人当たり平均報酬
生活介護 平均区分 2024年度 2023年度 差額 就労継続支援B型 平均工賃 2024年度 2023年度 差額

垂水 4.3 10,956 10,911 45 舞子坂 2万円以上 8,516 7,691 825
舞子 4.3 12,238 10,609 1,629 明石ウエスト 2.5万円以上 9,314 8,292 1,022
明石 4.8 16,209 15,030 1,179
森友・朝霧 5.8 20,937 19,425 1,512

1人当たり平均報酬
その他 平均区分 2024年度 2023年度 差額

ＧＨ 2.5 6,370 6,299 71

1人当たり平均報酬
月平均件数 2024年度 2023年度 差額

相談支援 51 24,343 18,393 5,950

1人当たり平均報酬 1人当たり平均報酬
定員 2024年度 2023年度 差額 2024年度 2023年度 差額

えくぼ 7 22,345 17,678 4,667 14,581 12,703 1,878

当法人は、障がい福祉と保育の収益があります。昨年度の収益が全体で5.8億円、障がい福祉分野で4.5億円でした。
今年度の収益増は、報酬改定の影響もあり、障がい分野で約5000万円の収益増を見込んでおり、約10％増収となります。
ただ、人件費も9月末時点で、法人全体になりますが、年間約3000万円の増加を見込んでおり、10月より最低賃金や社会
保険加入者の増加もあったため、費用の拡大も懸念しております。

（円）

（円）

（円）

（円）

（円）

（円）



まとめ
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1. 報酬改定では、障がいが重度の方のケアや中軽度の自立支援への評
価が高まってきている

2. 障がいのある方の増加に伴い重度化、高齢化が課題であった

3. 生活介護はサービス提供時間による報酬へと変わった

4. GHは基本的にはマイナス改定でしたが、1人暮らしの支援が加算によ
り強化されている

5. 就労継続支援B型の成果報酬が強化された



障がい福祉サービスの報酬改定
医療、介護、地域、企業との連携
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https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001158842.pdf



34https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001158842.pdf



35https://www.city.kobe.lg.jp/documents/74788/tiikirenkei_tebiki_bessatsu.pdf
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https://www.mhlw.go.jp/content/000859466.pdf



報酬改定による影響
就労継続支援A型事業所の相次ぐ撤退



https://www.mhlw.go.jp/content/12601000/000797543.pdf
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https://fukushi-mirai.net/r6kaitei-agata/



40https://news.yahoo.co.jp/articles/272245bf16a74f814bf83e593528fc77916eb26b
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就労継続支A型 就労継続支援B型
就労移行支援

雇用契約 あり なし なし

目的 働く場所の提供 働く場所の提供 就労のためのサポート

対象者
一般企業へ就職が困難
な方

一般企業へ就職が困難
な方

一般企業に就職を希望
する方

年齢制限 原則18〜65歳 年齢制限なし 原則18〜65歳

賃金
給料の支払い
（平均月額78.975
円）

工賃の支払い
（平均月額16.369
円）

なし

利用期間 定めなし 定めなし 2年（延長可）



平均労働時間の評価の見直し
労働時間が長くなるほど賃金増加に繋がることから、平均労働時間が長い事業所の点数が現行よりも高く設定されます。

平均労働時間 現行 見直し後

7時間以上 80点 90点【変更】

6時間以上7時間未満 70点 80点【変更】

5時間以上6時間未満 55点 65点【変更】

4.5時間以上5時間未満 45点 55点【変更】

4時間以上4.5時間未満 40点 40点

3時間以上4時間未満 30点 30点

2時間以上3時間未満 20点 20点

2時間未満 5点 5点

●一般就労中の一時的な利用の取扱いについて
一般就労中の人が一時的に利用する場合については、基本報酬のスコア評価項目である「平均労働時間」の算定から除くことになりました。



スコア方式の評価項目の見直し

スコア方式では、事業所の運営における質を5ジャンル（合計200点）で評価し、基本報酬の算定単価を定めるものです。今回
の改定では、特に得点配分が従来のものと変わっています。
変更された得点配分は、以下の通りです。

就労継続支援A型 報酬改定内容

項目 従来の点数 令和6年度以降

Ⅰ労働時間 5~80 5~90

Ⅱ生産活動 5~40 -20~60

Ⅲ多様な働き方 0~35 0~15

Ⅳ支援力向上 0~35 0~15

Ⅴ地域連携活動 0~10 0~10

Ⅵ経営改善計画 – -50~0

Ⅶ利用者の知識・能力の向上 – 0~10



生産活動の評価の見直し
生産活動収支が賃金総額を上回った場合には加点、下回った場合には減点になります。

生産活動収支の状況 点数

前年度および前々年度の生産活動収支
が、利用者に支払う賃金の総額以上

40点

前年度の生産活動収支が、利用者に支
払う賃金の総額以上

25点

前年度の生産活動収支が、利用者に支
払う賃金の総額未満

20点

前年度および前々年度の生産活動収支
が、利用者に支払う賃金の総額未満

5点

生産活動収支の状況 点数

前年度、前々年度および前々々年度における生産活動収支が、それぞれ当
該年度に利用者に支払う賃金の総額以上【新設】

60点

前年度および前々年度の生産活動収支が、利用者に支払う賃金
の総額以上

50点

前年度の生産活動収支が、利用者に支払う賃金の総額以上 40点

前年度の生産活動収支が、利用者に支払う賃金の総額未満 20点

前年度および前々年度の生産活動収支が、利用者に支払う賃金
の総額未満

－10点

前年度、前々年度および前々々年度における生産活動収支が、利
用者に支払う賃金の総額未満【新設】

－20点

【現行】4段階評価（5〜40点） 【見直し後】6段階評価（－20〜60点）



生産活動収益＜利用者に支払う賃金



改定前 改定後

基本報酬は一定の基準に基づいて支払われていました。 基本報酬が減額され、スコア方式による評価が導入されました。
評価項目ごとの点数が変更され、特に「労働時間」や「生産活
動」の評価が厳しくなりました。

加算を受けるための要件は比較的緩やかでした。 加算を受けるための要件が厳格化され、多くの事業所が基準を
満たせず、加算を取得できない状況が増えています。

利用者の工賃や生産性に関する評価は限定的でした。 利用者の工賃や生産性に基づく報酬体系が導入され、支援が
必要な利用者を多く抱える事業所ほど、報酬が減少するリスク
が高まりました。

評価項目は限定的でした。 •「経営改善計画」や「利用者の知識及び能力向上」などの新し
い評価項目が追加され、これらの項目に対する取り組みが求め
られるようになりました。

物価の上昇により、運営コストが増加し、経営がさらに厳しくなっ
ています。

報酬改定前と後

基本報酬の変更

加算要件の厳格化

成果主義の導入

新しい評価項目の追加

物価高騰の影響
物価の影響は比較的少なかった。



感想と今後の課題
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報酬改定

重度支援

強度行動障害

医療的ケア

高齢化

自立支援

就労支援

B型工賃向上

1人暮らし

就労選択支援

就労希望の確認: どのような仕事が適しているか、どのような職場環境が望ま
 しいかを相談します。

職業訓練: 就労に必要なスキルや知識を習得するための訓練を提供します。
就労支援: 就職活動のサポートや職場でのサポートを行います。
就労継続支援: 仕事を続けるためのサポートや、職場でのコミュニケーションの

サポートを行います。
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精神科病院長期入院

1人暮らし

垂
直
的
統
合

通所事業所

介護

居宅介護
移動支援

医療

企業地域住民

計画相談支援

障害者入所施設
刑務所からの出所

グループホーム

水平的統合

精神科再入院
障がい者の累犯

更生保護施設

病院内のGH

住み慣れた地域
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ご清聴ありがとうございました。
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